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KDDI 株式会社に対する森亮二構成員からの追加質問 

 

 

・ご提出資料のｐ４～６（次ページ参照）について、主張されたいのは、撤去時

に撤去費用を一括請求することを認めてほしいということだと理解しました

が、それでよろしいでしょうか。 

 

・NTT東西の費用請求に不合理な点があるというご主張であることは理解できま

したが、それが、どのように貴社の費用の請求方法につながるのかが理解でき

ませんでした。 

（NTT 東西から一括請求を受けることがあるから、こちらも一括請求したいと

いうご趣旨ではないと思います。貴社におかれましてそのような必要性がある

とは思えません。） 

 

・撤去時に高額な撤去費用を一括して請求することがスイッチングコストとな

る一方で消費者トラブルの要因になっていることを踏まえれば、実際に生じ

る費用の請求は認めつつ、請求方法に一定の制約を設けるというのは、極めて

妥当な解決方策と考えております。 

 

・他方で、仮に今回の省令改正により得られる消費者の便益を上回るほどの事業

運営上の弊害が認められれば、省令改正案を見直す必要もあると思います。 

貴社の事業運営上の弊害につきまして、改めてご説明頂けないでしょうか。 

 

以上 

  



 

第３６回会合における KDDI 株式会社説明資料（抜粋） 

 


